
 

 

ＰＦＩ検討会の運営規則 
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ＰＦＩ検討会決定     

令和元年５月９日一部改正 

 

 

１ 趣旨 
「国立大学法人等施設整備に関する検討会の開催について」記４(４)

に基づき、ＰＦＩ検討会の運営に関し必要な事項を定める。 
 
２ ＰＦＩ検討会の公開 
（１）委員の氏名等は、任期終了後において速やかに公表する。 
（２）ＰＦＩ検討会は、公開することにより検討を公正かつ円滑に実施す

る上で支障を及ぼすことから非公開とする。 
（３）ＰＦＩ検討会の資料は、公表する。ただし、検討の公正かつ円滑な

実施に支障を及ぼす事項その他のＰＦＩ検討会において非公表とする
ことが適当であると認める事項については、この限りでない。 

（４）ＰＦＩ検討会の議事概要を作成し、速やかに公表する。ただし、会
議資料が非公表である場合、その他特に配慮すべき事項がある場合に
は、検討会の決定により当該部分の議事概要を非公表とすることがで
きる。 

 
３ 利害関係者の排除 

委員は、自らの利害に関係する検討に加わることができない。ただ
し、ＰＦＩ検討会に出席することを妨げない。なお、詳細は別紙に定め
る。 

 
４ 不公正な働きかけへの対応 

委員は、検討について不公正な働きかけがあった場合は、文教施
設企画・防災部計画課に申し出なければならない。 

 
５ 守秘の徹底 

委員は、ＰＦＩ検討会において知り得た秘密を他に漏らしてはならな
い。委員を辞した後もまた同様とする。 

 
６ 雑則 

この規則に定めるもののほか、ＰＦＩ検討会の議事の手続その他その
運営に関し必要な事項は、ＰＦＩ検討会主査がＰＦＩ検討会に諮って定
める。 

 

参考資料５ 



 

利害関係者の排除について 

 

「ＰＦＩ検討会の運営規則」記３に基づき、ＰＦＩ検討会（以下、「検討会」という。）における利

害関係者の排除についての詳細を以下のとおり定める。 

１ 利害関係の報告 

委員は、以下の①から⑤までの各項目に該当する場合、PFI 事業の検討開始までに文教

施設企画・防災部計画課に書面で報告しなければならない。 

① 当該国立大学法人等（以下、「当該法人」という。）の PFI 事業費要求書添付様式

「PFI 事業の概要について」の中に、何らかの形で委員自身が参画する内容の記

載があった場合 

② 当該法人の PFI 事業費要求書添付様式「PFI 事業の概要について」の中の、導入

可能性調査等フィージビリティスタディ業務の契約業者に、委員が所属する組織又

は所属する組織の親会社若しくは子会社（会社法等による。）の記載があった場合 

③ 委員が過去５年以内に当該法人に所属していた場合  

④ 当該法人等（その役員、PFI 事業費要求書添付様式「PFI 事業の概要について」

の中の責任者又は主要な参画者を含む。）と次に掲げる関係にあると委員が自ら

判断する場合 

- 親族関係又はそれと同等の親密な個人的関係 

- 緊密な共同事業・研究を行う関係（例えば、企業の設立、共同研究・プロジェクト

の遂行、共著研究論文の執筆又は同一目的の研究会における緊密な関係）  

- 密接な師弟関係又は直接的な契約関係 

- 事業の検討結果が委員の直接的な利益につながると見なされるおそれのある対

立的な関係又は競争関係 

⑤ 当該法人等との間に社会通念上上記①から④までの各項目に準ずる関係性を有す

ると委員が自ら判断する場合 
 

２ 利害関係者等の取扱い 

（１）  記１①又は②の場合、当該委員は当該事業の検討から外れなければならない。 

（２） 記１③の場合、当該委員は当該法人の全事業の検討から外れなければならない。 

（３） 記１④又は⑤の場合、当該委員がその検討から外れる旨を文書にて自ら申し出た場

合を除き、当該委員以外の委員によって（当該委員が主査の場合は副主査が主査を代

理する。）、当該事業又は当該法人の全事業の検討への参加の是非を判断する。なお、

検討会が、当該判断を拒否した場合又は判断に至らない場合は、当該委員は当該法

人の全事業の検討から外れなければならない。 

 

３ その他 

（１）記２の規定により委員が検討から外れることによって公正な検討の遂行に支障が生

じた場合は、検討会に委員が追加されることがある。 

（２）検討会による判断の結果とその理由等は、記録し保管する。 

 

 


